
【後期・４年生以上向け】国立高専機構の授業料免除制度 

（災害等による特別な事由）について 
 

このことについて，申請を希望する学生は，下記｢1.免除の対象｣のとおり自らが対象となるかを確

認の上，期限までに学生課学生係へ申し出・ご相談ください｡  

 

１．免除の対象 

（１）災害等による特別な事由による場合 

    次の①又は②に該当する特別な事由により，授業料の納付が著しく困難であると認められ

る場合。 

① 授業料の各期の納付期限前６月以内（新入学生に対する入学した日の属する期分の免

除に係る場合は入学前１年以内）において，学資負担者が死亡した場合又は学生若しく

は学資負担者が風水害等※の災害を受けた場合 

② ①に準ずる場合であって，校長が相当と認める事由がある場合 

 

※ 今般の新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変の場合にも、家計状況を確認 

      の上、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合も対象となります。 

       国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があっ 

      た者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書の提出できる場合、又は事由 

      発生後の所得が事由発生前の年間所得と比較し１／２以下となっていることが要件と 

      なります。 

↓公的支援の例↓ 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/rinji/kakei_kyuhen/coronavirus.html 

 

（２）その他特別な事由の場合 

  授業料の各期の納付期限前 ６月以内において，学資負担者の失職等により著しい家計の急変  

 があり，かつ，経済的理由によって授業料の納付が困難であると認められる者  

 

２. 申請について 

 申請を希望する学生は１０月７日（金）までに学生課学生係へ申し出・ご相談ください。 

 

 ※授業料免除等の申請に伴う許可，不許可が決定されるまでの間は，その申請に係る授業料の徴 

  収は猶予されます。 

 

３．授業料免除額 

 授業料の全額又は半額 

 

４. その他 

 家計急変等の事由が発生した日から３ヵ月以内であれば、日本学生支援機構給付奨学金（家

計急変採用）に申請することができます。採用された場合は、通常の高等教育の修学支援新制

度の支援内容と同様に、日本学生支援機構からの給付奨学金と授業料等減免の支援が受けられ

ます。受付は随時行っていますので、申請が必要な場合はご相談ください。 
 

日本学生支援機構給付奨学金（家計急変採用）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/index.html 

 

高等教育の修学支援新制度 

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm 
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